
■挨拶・開会挨拶 □事務局 関係省庁 協会から

連絡会議会⻑団体
熊本県副知事
⼩野 泰輔 ⽒

⽇本政策投資銀⾏
企業⾦融第６部課⻑
⼯藤 富夫 ⽒

⽇本証券業協会
エクイティ市場部総括部⻑
森本 健⼀ ⽒

内閣官房内閣審議官
内閣府地⽅創⽣推進室⻑

佐々⽊ 基

経済産業省
新規産業室
新規事業調整官 ⽯井 芳明

国⼟交通省
政策課
政策企画官 盛⾕ 幸⼀郎

「ふるさと投資」連絡会議は、先進事例に取り組む地方公共団体・地域金融機関等を
中心に昨年10月に設立後、関心を寄せる多くの団体の間で事例共有等を行い、5月に
は手引き等説明会（構成員団体を中心に、これまでにのべ約300団体の参加）を開催
したところです。今回は、地域それぞれで「ふるさと投資」を活用する体制や仕組み
づくりの事例をとおして議論を深め、地域活性化に向けた取り組みの助けとなるよう
期待しています。

～ 先進事例に学ぶ 地域独自の体制・仕組みづくりへの期待と可能性 ～

■取り組み事例等紹介
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■アドバイザーコメント

早稲⽥⼤学総合研究機構
研究院客員教授
⾚井 厚雄 ⽒

アジア開発銀⾏研究所 所⻑
慶應義塾⼤学名誉教授
吉野 直⾏ ⽒

お問合せ先：「ふるさと投資」連絡会議（事務局：内閣官房（内閣府地方創生推進室））

東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎 03-6206-6174 furusato@cao.go.jp

秋⽥魁新報社（FAN AKITA）
経営企画室⻑
⽥⼝ 清洋 ⽒

秋⽥県
企画振興部地域活⼒創造課
地域活⼒推進監
奈良 聡 ⽒

⻑野県
産業労働部産業政策課サービス産業振興室
課⻑補佐兼サービス産業創出係⻑
若⽉ 真也 ⽒

きびだんご（kibidango）
代表取締役
松崎 良太 ⽒

⼭⼝銀⾏
地域振興部次⻑
原⽥ 知幸 ⽒

⼭⼝ソーシャルファイナンス（KAIKA）
代表取締役社⻑
⽊村 俊之 ⽒

京都商⼯会議所
中⼩企業経営⽀援センター知恵産業推進室
＜資料提供＞

サイバーエージェント・クラウドファンディング（Makuake）
取締役
坊垣 佳奈 ⽒
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〔平成27年9月29日時点の追加登録を含む〕

・構成員173団体 ※6月・7月に構成員17団体追加

地方公共団体

北海道、北海道室蘭市、北海道釧路市、北海道岩見沢市、岩手県、岩手県陸前高田市、
宮城県、宮城県登米市、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、
千葉県、山梨県、新潟県、新潟県長岡市、新潟県妙高市、新潟県阿賀野市、新潟県粟島浦村、
福井県、長野県、長野県川上村、静岡市、静岡県伊豆市、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、
奈良県、奈良県葛城市、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、岡山市、岡山県西粟倉村、
広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、北九州市、福岡市、福岡県久留米市、佐賀県、
長崎県、熊本県熊本県大津町、熊本県錦町、熊本県相良村、宮崎県延岡市

地域金融機関等

北海道銀行、北洋銀行、釧路信用金庫、青森銀行、みちのく銀行、岩手銀行、東北銀行、
北日本銀行、七十七銀行、仙台銀行、秋田銀行、北都銀行、秋田県信用組合、荘内銀行、
山形銀行、きらやか銀行、東邦銀行、福島銀行、福島信用金庫、いわき信用組合、常陽銀行、
水戸信用金庫、足利銀行、栃木銀行、佐野信用金庫、群馬銀行、東和銀行、武蔵野銀行、
埼玉縣信用金庫、千葉銀行、東京都民銀行、東日本銀行、八千代銀行、西武信用金庫、
城南信用金庫、多摩信用金庫、横浜銀行、湘南信用金庫、第四銀行、北越銀行、大光銀行、
北陸銀行、富山第一銀行、八十二銀行、長野銀行、長野県信用組合、十六銀行、
東濃信用金庫、飛驒信用組合、静岡銀行、清水銀行、浜松信用金庫、沼津信用金庫、
愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、瀬戸信用金庫、知多信用金庫、三重銀行、百五銀行、
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支援団体等

全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、
全国信用組合中央協会、第二種金融商品取引業協会、Ａ－ｐｏｒｔ、きびだんご、
ＧＲＥＥＮ ＦＵＮＤＩＮＧ、サイバーエージェント・クラウドファンディング、
ジャパンギビング、スペースマーケット、宙とぶペンギン、日本財団、ＦＡＡＶＯ、
ミュージックセキュリティーズ、ＲＥＡＤＹＦＯＲ？

地域メディア等

全国地方新聞社連合会 ふるさとテレビ カカクコム

・アドバイザー（学識経験者等の有識者） 順不同

塩澤 修平 氏 慶應義塾大学経済学部教授
赤井 厚雄 氏 早稲田大学総合研究機構研究院客員教授
保井 俊之 氏 地域経済活性化支援機構専務執行役員政策審議役
吉野 直行 氏 アジア開発銀行研究所所長 慶應義塾大学名誉教授
日本政策投資銀行
日本証券業協会

・関係省庁

金融庁 経済産業省 国土交通省 農林水産省 内閣官房 内閣府地方創生推進室

第三銀行、滋賀銀行、京都銀行、京都信用金庫、京都中央信用金庫、池田泉州銀行、
関西アーバン銀行、みなと銀行、紀陽銀行、鳥取銀行、山陰合同銀行、中国銀行、広島銀行、
もみじ銀行、山口銀行、西京銀行、徳島合同証券、百十四銀行、伊予銀行、四国銀行、
福岡銀行、筑邦銀行、西日本シティ銀行、北九州銀行、十八銀行、親和銀行、肥後銀行、
熊本銀行、大分銀行、宮崎銀行、宮崎太陽銀行、鹿児島銀行、南日本銀行、琉球銀行、
沖縄銀行、沖縄海邦銀行、新生銀行、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫
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北陸・中部

⾸都圏

中国・四国 北海道・東北

近畿

北海道
室蘭市
岩⾒沢市
釧路市
岩⼿県
陸前⾼⽥市

宮城県
登⽶市
秋⽥県
⼭形県
福島県

茨城県
栃⽊県
群⾺県
埼⽟県
千葉県
⼭梨県

常陽銀⾏
⽔⼾信⽤⾦庫
⾜利銀⾏
栃⽊銀⾏
佐野信⽤⾦庫
群⾺銀⾏
東和銀⾏
武蔵野銀⾏
埼⽟縣信⽤⾦庫
千葉銀⾏
東京都⺠銀⾏
東⽇本銀⾏
⼋千代銀⾏
⻄武信⽤⾦庫
城南信⽤⾦庫
多摩信⽤⾦庫
横浜銀⾏
湘南信⽤⾦庫

新⽣銀⾏
⽇本公庫

北九州市
福岡市
久留⽶市
佐賀県
⻑崎県
熊本県
⼤津町
錦町
相良村
延岡市

福岡銀⾏
筑邦銀⾏
⻄⽇本シティ銀⾏
北九州銀⾏
⼗⼋銀⾏
親和銀⾏
肥後銀⾏
熊本銀⾏
⼤分銀⾏
宮崎銀⾏
宮崎太陽銀⾏
⿅児島銀⾏
南⽇本銀⾏

琉球銀⾏
沖縄銀⾏
沖縄海邦銀⾏
沖縄公庫

京都府
⼤阪府
兵庫県
奈良県
葛城市
和歌⼭県

滋賀銀⾏
京都銀⾏
京都信⽤⾦庫
京都中央信⽤⾦庫
池⽥泉州銀⾏
関⻄アーバン銀⾏
みなと銀⾏
紀陽銀⾏

⿃取県
島根県
岡⼭県
岡⼭市
⻄粟倉村
広島県
⼭⼝県

⾹川県
愛媛県
⾼知県

⿃取銀⾏
⼭陰合同銀⾏
中国銀⾏
広島銀⾏
もみじ銀⾏
⼭⼝銀⾏
⻄京銀⾏

徳島合同証券
百⼗四銀⾏
伊予銀⾏
四国銀⾏

新潟県
⻑岡市
妙⾼市
阿賀野市
粟島浦村
福井県
⻑野県
川上村

静岡市
伊⾖市
三重県

九州・沖縄

第四銀⾏
北越銀⾏
⼤光銀⾏
北陸銀⾏
富⼭第⼀銀⾏
⼋⼗⼆銀⾏
⻑野銀⾏
⻑野県信⽤組合

⼗六銀⾏
東濃信⽤⾦庫
⾶驒信⽤組合
静岡銀⾏
清⽔銀⾏
浜松信⽤⾦庫
沼津信⽤⾦庫
愛知銀⾏
名古屋銀⾏
中京銀⾏
瀬⼾信⽤⾦庫
知多信⽤⾦庫
三重銀⾏
百五銀⾏
第三銀⾏

⻘森銀⾏
みちのく銀⾏
岩⼿銀⾏
東北銀⾏
北⽇本銀⾏

七⼗七銀⾏
仙台銀⾏
秋⽥銀⾏
北都銀⾏
秋⽥県信⽤組合
荘内銀⾏
⼭形銀⾏
きらやか銀⾏
東邦銀⾏
福島銀⾏
福島信⽤⾦庫
いわき信⽤組合

北海道銀⾏
北洋銀⾏
釧路信⽤⾦庫

（注）
地図上の⿊⾊表⽰は、
連絡会議に参加してい
る地⽅公共団体を表す。
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成⻑
戦略

⾦融商品取引法の改正

地⽅版まち・ひと・しごと創⽣総合戦略 に基づく地⽅施策地⽅創⽣関連法の制定地⽅創⽣担当⼤⾂

第5回
9/29

第4回
5/18

第6回
冬

⾦融庁 の施策

改正⾦商法施⾏ ⽇証協・⼆種業協会による⾃主規制ルール

成⻑マネーフォーラムと連携

経産省、国交省、農⽔省、ほか各省 の施策

成⻑
戦略

普及・促進ツールとして
『⼿引き』を作成・発表

事例研究や普及
・促進の情報共有

の場づくり

取り組み・
ニーズ等の
ヒアリング

普及・促進

事務局 内閣官房
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地域⾦融機関等

地⽅公共団体

仲介事業者

地域の個⼈等

地域外の個⼈等

募集

資⾦提供

配当・リワードなど

ＣＦプラットフォーム等の
資⾦調達チャネル提供

／アドバイス、ＰＲ

利⽤・消費

地域の住⺠等

利⽤・消費

購⼊者・投資家

連携、役割分担

地域での連携メンバー ＰＲ、
仲介事業者紹介、
組成⽀援等

事業者紹介

地域・事業の
担い⼿

プロジェクト実⾏者

ものづくり、
エネルギー、
農林業、

まちづくり、観光、
⽂化、スポーツ、

災害対応
など

地域活性化

地⽅創⽣

ＰＲ、商⼯団体や⼠業による
経営サポート等とも連携

効果的なかかわり、

各者それぞれの取り組みや効果を広報等

“認知” “参加”

仲介事業者紹介・
事業計画策定⽀援
等

プロジェクト

“効果”

ＰＲ
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「ふるさと投資」（クラウドファンディング等活⽤）
による個別プロジェクトの実現

「ふるさと投資」（クラウドファンディング等活⽤）
による個別プロジェクトの実現

国や地域の連携メンバーによる効果的な⽀援も検討

1.地⽅創⽣プロジェクトの発掘
○セミナーや説明会の開催
○資⾦調達⼿法マッチング

2.プロジェクトの⽴ち上げ⽀援
○事業計画助⾔
○デューデリジェンス助成

3.プロジェクトの評価、ＰＲ
○地域プロモーション⽀援
○さらなる連携、案件発掘

●地域⾦融機関等との連携、
●地域の⽬利き⼈材の育成

●⼤都市からの
お⾦の流れ、地域循環

「ふるさと投資」（クラウドファンディング等活⽤）
による

⺠間の個別プロジェクトの実現

ふるさと名物の
開発、販路育成

農林⽔産業
の六次産業化

観光プログラムの
構築、集客実施

既存ストックへの
追加投資、活⽤

地域への成⻑マネー供給やプロモーションの成果イメージ

地⽅公共団体の効果的なかかわり
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《地域住⺠・都市住⺠の投資参加》

《資⾦調達、地域活性化プロジェクト実施》
クラウドファンディングサイト利⽤

にあたっての

●事業計画助⾔
●デューデリジェンス
●プロモーション の⽀援

《普及啓発・資⾦
調達⼿法マッチング》

地域でのセミナーや
説明会の開催

地域⾦融・商⼯団体
・⼠業との連携

地域プレイヤーの
連携促進
・案件発掘

広報・ＰＲ、
ブランディングへの

助⾔2.

3.1.

地⽅公共団体がかかわる、地域への成⻑マネー供給やプロモーションの流れイメージ

《地域活性化の効果（の確認）》

例
●六次産業化、ふるさと名物の販路開発
●コミュニティ、コワーキングスペースの設置
（空きストック活⽤、運営⼈材確保）
●観光・⽂化イベントへのファン獲得

・・・

⇒にぎわい、しごとの創出
地⽅版戦略のKPIへの寄与

“あたたかい資⾦”

個別プロジェクトの
資⾦調達⽴ち上げ⽀援

効果の検証
・

さらなる連携、発掘

継続できる⽀援体制検討

国や地域の連携メンバーによる効果的な⽀援も検討

活⽤促進事業の体制整備（事務局の設置等）による伴⾛
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日本政策投資銀行の調査レポート①
～古民家の活用に伴う経済的価値創出がもたらす地
域活性化（2015年4月）～

●古民家再生にあたり、その評価額の低さに起因する担保不足を解消し、
資金調達力を補完するためにクラウドファンディングが有効な手段であ
ることを紹介。

●具体的な事例として、未利用スペ
ースのマッチングプラットフォーム
事業者が古民家の再生費用をクラウ
ドファンディングで集めている事例
や舟屋を活用した宿泊施設、喫茶、
小売店舗の事業資金をクラウドファ
ンディングで集めた事例などを紹介。

＜ＨＰ＞
http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1504_01.pdf

アドバイザー ●⽇本政策投資銀⾏
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日本政策投資銀行の調査レポート②
2020年を契機とした国内スポーツ産業の発展可能性
および企業によるスポーツ支援
～スポーツを通じた国内経済・地域活性化～
（2015年5月）

●地域のスポーツ団体やアスリートの競技活動が資金難によって継続困
難となっている場合に、その解決策としてファンやサポーターがクラウ
ドファンディングにより資金を調達していることを紹介。

●具体的な事例として、ＩＴソリュ
ーション社とワンモア社が共同で立
ち上げたスポーツ特化型ファンドで
ある“スポーティー・ファンド”を
紹介。

＜ＨＰ＞
http://www.dbj.jp/pdf/investigate/etc/pdf/book1505_01.pdf
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事例紹介
石巻市「橋通りＣＯＭＭＯＮ（コモン）」①
～種類株式と特区制度を活用した資金調達～

【施設の概要】
●東日本大震災により整備された仮設商店街の設置期限到来を契機に、
その代替施設を整備しようとプロジェクトが始動。

●街中のにぎわい創出と地域を担う若者育成を目的に施設を整備。施設
名を「誰でも共有できる場」を意味する“コモン”と名付け2015年４月
にオープン。

●約８００平方メートルにコンテナ
やトレーラーハウス、飲食スペース
の大型テントを設置。飲食店など７
店舗でスタートし、１３店舗まで拡
大させる方針。賃料を低めに抑えて、
街中で商売をする意欲のある若者が
挑戦できる空間を提供。 12



【事業スキーム】
●総事業費約１，２００万円のうち、４００万円を種類株式の発行によ
り調達。１株５万円で出資者（２株以上）を募集するスキーム。

●種類株式は議決権や配当金はな
いものの、復興特区の税制優遇措
置に基づき、出資金について所得
税の税額控除の対象となるほか、
出資者へのリターンとして特産品
や商品券などの配当も計画。

●会社法の枠組みと国の支援措置
を組み合わせることで市民の参加
も可能な小口投資を試みている点
が特徴。

事例紹介
石巻市「橋通りＣＯＭＭＯＮ（コモン）」②
～種類株式と特区制度を活用した資金調達～

＜出所＞事業者パンフレットから抜粋 13



【本スキームのポイント】

＜事業者サイド＞
●無議決権の種類株式とすることで、企業ガバナンスを維持し得ている。
●無配当の種類株式とすることで、集めた資金を 大限活用できる。

＜投資家サイド＞
●地元産品や商品券などの地域特性を活かしたリターンに加えて、所得
税の税額控除措置を活用することで、間接的な経済効果を享受できる。

●単なる資金の出し手としてではなく、株主として明確なポジションを
得られる。

⇒ガバナンスの維持と資金の有効活用を望む事業者と事業を応援したい
投資家の思いの双方を充たすことができる。

事例紹介
石巻市「橋通りＣＯＭＭＯＮ（コモン）」③
～種類株式と特区制度を活用した資金調達～

14



© Japan Securities Dealers Association.All Rights Reserved.

２０１５年（平成２７年）９月２９日

日本証券業協会

「株式投資型クラウドファンディング」及び
「株主コミュニティ」に係る取組みについて

第５回「ふるさと投資」連絡会議

アドバイザー ●⽇本証券業協会

15
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 目的
協会員の行う有価証券の売買その他の取引等を公正かつ円滑
ならしめ、金融商品取引業の健全な発展を図り、もって投資者
の保護に資すること

 業務内容
①自主規制業務
②金融商品取引等及び市場の発展に資する業務
③国際業務・国際交流
など

 協会員［２０１５年（平成２７年）９月１日現在］

会 員 ２５１

特定業務会員
店頭デリバティブ ２

クラウドファンディング ０

特 別 会 員 ２１３

証券戦略（業
界団体）機能

１．日本証券業協会について

16
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2013年 6月28日 本協会「『新規・成長企業へのリスクマネー供給に関する

検討懇談会』における議論の整理」取りまとめ

6月14日 「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」閣議決定

〃 「規制改革実施計画」閣議決定

12月13日 「金融・資本市場活性化有識者会合」が

「金融・資本市場活性化に向けての提言」取りまとめ

12月25日 金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあ

り方等に関するワーキング・グループ」報告書取りまとめ

2014年 5月30日 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」公布

(公布から１年以内に施行)

6月17日 本協会「非上場株式の取引制度等に関するワーキング・グ

ループ」報告書

「株式投資型ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及びｸﾞﾘｰﾝｼｰﾄ銘柄制度等に代

わる新たな非上場株式の取引制度のあり方について」

2015年 5月29日 「金融商品取引法等の一部を改正する法律」施行

本協会自主規制規則 施行

２．「株式投資型クラウドファンディング」
「株主コミュニティ」 制度創設に至る経緯

17
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プライマリー（資金調達） セカンダリー（流通売買）

株式投資型クラウドファ
ンディングの後、
株主コミュニティが組成さ
れる可能性あり

株式投資型ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ

・投資勧誘の相手方：不特定多数
・投資勧誘の手法：ｲﾝﾀｰﾈｯﾄと

電子ﾒｰﾙのみ

株主コミュニティ

・投資勧誘の相手方：株主コミュニティに参加している投資家のみ
・投資勧誘の手法：株主コミュニティの中であれば、手法は問わない。

３．両制度の利用場面

18
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施行日（2015年５月２９日） 2018年３月３１日

株式投資型クラウドファンディング

株主コミュニティ

グリーンシート

新
設

新
設

廃
止

フェニックス

■株式投資型クラウドファンディング／株主コミュニティ：本年５月２９日制度制定
■グリーンシート：2018年(平成３０年)３月３１日限りで廃止
■フェニックス：（制度の取扱いを別途検討）

４．各制度のスケジュール

19
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第二 ３つのアクションプラン

一．日本産業再興プラン

１．産業の新陳代謝の促進

（３）新たに講ずべき具体的施策

ⅳ）成長資金・リスクマネーの供給促進等

①多様な資金供給手法を動員した成長マネーの供給促進

・投資型クラウドファンディングに係る制度を活用するとともに、地方への

リスクマネー供給を進めるため、地方公共団体や地域金融機関等の関

係者が設立した「ふるさと投資」連絡会議等と連携し、各種クラウドファン

ディング利用を促進する。

・地域に根差した企業等の資金供給に応える制度として、グリーンシート

銘柄制度に代わって、発行体の適時開示に係る負担が軽減される「株主

コミュニティ制度」（地域に根差した企業等の資金調達のため、証券会社

が組成する株主コミュニティのメンバー間で投資勧誘や取引が可能な制

度）を活用し、資金調達を支援する。

５．「日本再興戦略」改訂2015
(2015年６月30日閣議決定)

20
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１．金融・資本市場の諸分野における施策の進捗

(2) 成長マネーの供給強化～金融仲介機能の強化

① 市場による金融仲介機能の強化

ⅰ 投資型クラウドファンディング等に関する制度整備

昨年の金融商品取引法の改正等により、非上場株式や組合型ファンド持

分等に対してインターネットを通じて投資を行う、いわゆる「投資型クラウド

ファンディング」について、参入要件の緩和と投資者保護の両面から制度

整備を行うなど、成長マネーの供給促進に向けた各般の措置が講じられた。

６． 「金融・資本市場活性化有識者会合意見書」
（2015年６月30日）①

21
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２．金融・資本市場活性化に向け、さらに一層の取組みを要する課題
（５）地方創生

② 多様な資金供給手法を動員した成長マネー供給強化
（前略）成長マネーの供給強化を図るための市場による金融仲介機能の強化につい

ては制度整備が進捗しており、地方創生の観点からも、今後は具体的なニーズとファン
ドをいかに結びつけるかという実施面を中心とした施策の充実が必要である。特に、我
が国において、「死の谷」を越えるような成長マネーの供給が実現されるためには、幅
広い分野のベンチャー企業やその関係者のネットワークであるクラスターが形成される
ことが不可欠である。

このような観点から、以下の施策を行うべきである。
ⅰ 投資型クラウドファンディングを含めた各種クラウドファンディングの利用促進

地方における資金ニーズを把握し、地方への成長マネー供給を進めるため、「ふ
るさと投資」連絡会議等と連携し、本年５月に制度整備がなされた投資型クラウド
ファンディングを含めた各種クラウドファンディングの利用を促進することが必要で
ある。

ⅱ 新たな非上場株式の取引制度の整備
上場はしていないものの地域に根差した事業を展開している企業などを応援す

るため、株主コミュニティ制度を活用し、このような企業の資金調達を支援すること
が重要である。

今後、後述のフォーラム（＝地域の成長マネー供給促進フォーラム）の利用など
により、地域企業と住民双方における同制度への理解を深め、本制度の利用を促
進する必要がある。

ⅲ （略）
ⅳ （次ページへ）

７． 「金融・資本市場活性化有識者会合意見書」
（2015年６月30日）②
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２．金融・資本市場活性化に向け、さらに一層の取組みを要する課題

（５）地方創生

② 多様な資金供給手法を動員した成長マネー供給強化

ⅰ・ⅱ （前ページ）

ⅲ （略）

ⅳ 地域の成長マネー供給促進を図るための地元経済界・資本市場関係者

とのフォーラムの開催

地域の実情を踏まえつつ成長マネー供給促進を図る観点から、各地域

において、最近上場した地元企業や、地元ベンチャー企業の経営者をは

じめとして、取引所、証券会社、地域金融機関、ベンチャーキャピタル、行

政当局等の地域の関係者が一堂に会し、資本市場をめぐる現状や課題に

ついて幅広く意見交換を行うとともに、地域への成長マネー供給に係る取

組事例の紹介・共有等を図る「地域の成長マネー供給促進フォーラム」が

開催されることとなっている。こうした取組みは、ベンチャー企業等に対す

るサポートのための環境整備の一環ともなるものであり、一層推進すべき

である。

８． 「金融・資本市場活性化有識者会合意見書」
（2015年６月30日）③
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１．本協会の会員等（証券会社及び第一種少額電子募集取扱業者）が行う株式投資

型クラウドファンディングにおける投資勧誘を、非上場株式に係る投資勧誘禁止

の例外として認める。

２．発行者についての審査及び反社会的勢力排除のための措置

３．株式投資型クラウドファンディングの案件についてのウェブサイトにおける表示

４．契約締結前交付書面の交付

５．株式投資型クラウドファンディング業務により初めて非上場株式を取得する顧客

からの確認書の徴求

６．少額要件（一発行者による調達総額：年間１億円未満、一投資家による同一発行

者への投資：年間５０万円以下）

７．インターネット以外（電話及び対面等）の勧誘手法との併用禁止

８．終了後に発行者が事業の状況について顧客に定期的に適切な情報を提供する

ことの契約の締結と、当該提供が行われていることの確認

９．業務管理体制の整備

10．月間実績の報告・公表

【施行】２０１５年５月２９日

９．「株式投資型ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ業務に関する規則」
主な内容
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非上場株式であるが投資勧誘を例外的に許容する必要

 非上場株式の取引制度「グリーンシート銘柄制度」の利用低迷

 新興市場における上場基準の引下げにより、上場市場の補完的役割として

の存在意義の低下

 上場企業と大差ない開示負担（金商法レベルの会社内容説明書、インサイ

ダー取引規制適用に伴う適時開示義務）

 地域に根差した企業等の非上場株式に一定の取引・換金のニー

ズは引き続き存在しており、これに応える場が必要

 グリーンシート銘柄制度に代わる非上場株式の取引制度

「株主コミュニティ制度」の創設

【H25.12.25金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告 ６～７ページより】

１０．「株主コミュニティ」制度の必要性

25
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グリーンシート銘柄制度の利用低迷の教訓から、新たな非上場株式の取引制度のインサ

イダー規制の適用について、検討

 インサイダー取引規制の適用対象とすべきか否かは、どの程度の流通性を想定するのかに依る。
 株主コミュニティ制度では、取引の範囲を、証券会社が銘柄ごとに組成・管理する株主コミュニティ

のメンバー（※）に限定することで、一定の取引ニーズ・換金ニーズに応えられる程度の流通性に
留める。

 一般の投資者が広く参加するものではなく、取引が頻繁に行われることも想定されない。

株主コミュニティ銘柄＝金商法67条の18第４号「流通性が制限されていると認められる
有価証券」として金融庁長官告示(H27.5.28金融庁告示第32号)

株主コミュニティ制度は、インサイダー取引規制の適用対象外に

【以上、H25.12.25金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告 ６～７ページより】

※株主コミュニティのメンバーとして想定される投資者層は、発行者の役員・従業員、その親族、株主、
継続的な取引先、その発行者から財・サービスの提供を受けている者、など

※株主コミュニティへの参加は、その銘柄への投資意向を有する投資者からの自己申告
※参加に当たり、株主ｺﾐｭﾆﾃｨ制度の特性やリスクについて、証券会社が投資者の納得・了承を得る。

※不公正取引の一般的禁止規定（風説の流布や偽計等を禁止している、金商法第１５７条及び第１５
８条）は、株主コミュニティ制度にも適用される。

１１．「株主コミュニティ」制度と
インサイダー取引規制について
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 新規・成長企業

 成長を支援したい人々

 株式投資型クラウドファンディングで資金調達を行った企業

 クラウドファンディングで株式を取得した者の換金ニーズ

 クラウドファンディングで株式を取得しなかった者による取得ニーズ

 鉄道・バス等、地元密着型企業

 株主優待を期待した売買

 発行会社のことをよく知る人々による売買が見込まれる企業

 既存株主、発行会社の役職員、その親族、取引先、地元の人々、等

 事業承継のための非上場株式の売買

１２．「株主コミュニティ」制度の利用が見込まれる場面
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運営会員（証券会社）

株主コミュニティ

「株
主
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
参
加
し
て
い
な

い
投
資
者
へ
の
投
資
勧
誘
は
で
き
な
い
。

「株
主
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
参
加
し
て
い
る

投
資
者
へ
の
投
資
勧
誘
は
で
き
る
。

勧誘

勧誘

勧誘

勧誘

勧誘

勧誘

ネット

電話

対面

ネット

電話

対面

１３．「株主コミュニティ」の基本的な仕組み
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１．証券会社が非上場株式の「株主コミュニティ」を組成。その非上場株式への投資意

向を有する投資者がその株主コミュニティに加入。

 加入者として主に想定されるのは、発行会社の役職員やその親族、株主、取

引先、その発行会社の事業の利用者・顧客など。

２．株主コミュニティを組成・運営する証券会社は、本協会から指定を受ける。

３．株主コミュニティに参加している投資者に対してのみ、投資勧誘を認める。

 参加していない投資者への投資勧誘は認めない。

 参加していない投資者への投資グループ参加の勧誘も認めない。

 株主コミュニティ銘柄に関する基本的な情報のみ、参加していない投資者に

も提供

４．発行者についての審査及び反社会的勢力排除のための措置

５．発行者に関する、会社法に基づく計算書類・事業報告その他の情報を、株主コミュ

ニティに参加している投資者に提供

６．契約締結前交付書面の交付

７．株主コミュニティに初めて参加する投資者からの確認書の徴求

８．業務管理体制の整備

９．週間実績の報告・公表

10．グリーンシート銘柄制度は２０１８年３月３１日限りで廃止

【施行】２０１５年５月２９日

１４．「株主コミュニティに関する規則」主な内容
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株式投資型クラウドファンディング

 本日現在、実績なし

株主コミュニティ

 今村証券㈱

 2015年８月28日「運営会員」に指定

 株主コミュニティ運営会員の第１号

 株主コミュニティを組成している銘柄（１１銘柄）

１５．株主コミュニティ 運営会員としての指定の状況
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【株主コミュニティ】
ＵＲＬ：http://market.jsda.or.jp/shirab

eru/kabucommunity/index.html

１６．「株式投資型クラウドファンディング」
「株主コミュニティ」のウェブサイト

【内容】
 実績データ
 制度の説明
 投資家への注意喚起

【株式投資型クラウドファンディング】
ＵＲＬ：http://market.jsda.or.jp/shirabe

ru/kabucrowdfunding/index.html

「日本証券業協会」のトップページ「調べる」コーナーからもアクセスできます！
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１７．両制度に関する周知活動

■地域の成長マネー供給促進フォーラム（金融庁）

 ６月２３日（火）福岡

 ６月２６日（金）大阪

■資本市場研究会 セミナー

 ７月３１日（金）

■ストックボイスＴＶ（TOKYO MX TV）

 ６月２９日（月）株式投資型クラウドファンディング

 ８月２４日（月）株主コミュニティ
放映の模様のアーカイブ

http://www.jsda.or.jp/katsudou/movie/index.html 32



第⼆ ３つのアクションプラン 〔改訂2015、平成27年6⽉閣議決定〕 抜粋
⼀．⽇本産業再興プラン １．産業の新陳代謝促進
（１）KPIの主な進捗状況

「３年間でリーマンショック前の設備投資⽔準（70 兆円／年） を回復する。」
「開業率が廃業率を上回る状態にし、⽶国・英レベルの開業率・廃業率10 ％台（現状約５％）を⽬指す。」

（２）施策の主な進捗状況
（ベンチャー創造協議会を創設）⇒次項
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅰ）「攻めの経営」の促進
ⅱ）サービス産業の活性化・⽣産性向上
ⅲ）ベンチャー⽀援
ⅳ）成⻑資⾦・リスクマネーの供給促進等

企業と投資家の対話促進やコーポレートガバナンス機能の強化を通じた「攻めの経営」やサービス産業の
活性化・⽣産性向上を資⾦⾯からも後押しするため、成⻑資⾦やリスクマネーが円滑に供給される枠組
みについても充実・強化する。このため以下の施策を講ずる。

①多様な資⾦供給⼿法を動員した成⻑マネーの供給促進
投資型クラウドファンディングに係る制度を活⽤するとともに、地⽅へのリスクマネー供給を進めるため、地⽅
公共団体や地域⾦融機関等の関係者が設⽴した「ふるさと投資」連絡会議等と連携し、各種クラウドファ
ンディング利⽤を促進する。
・・・

②⾦融仲介機能の更なる充実・強化及び事業再⽣の促進
③⺠間資⾦を活⽤した中⻑期の成⻑資⾦の供給促進

中短期⾏程表

中短期⾏程表

27年度 28年度〜

27年度 28年度〜
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ベンチャー
創造協議会

既存企業
経済団体

起業家
ベンチャー企業

投資家・支援者
（ＶＣ、金融機関等）

大学
政府機関等

起業家教育支援

会員の自発的な行動及び会員同士の交流

等を促進する緩やかな連携組織として

『ベンチャー創造協議会』を創設

人材育成

ネットワーク形成

事業提携・
資本提携

オープン
イノベーション

政策提言
資金・経営支援

ベンチャー表彰

新事業創出

Ａ県（ベンチャー誘致・ＶＣ募
集）
・研究開発センターに入るベンチャー
企業を募集。

・大学のシーズに投資するＶＣ募集

Ｂ県（協力自治体・ベン
チャー募集）

地元産品を協同で販売する
自治体・ベンチャーを募集。

Ｃ市（課題解決ベン
チャー募集）

高齢化が進む地域の課題を
解決してくれるベンチャーを募集。

協議会のＨＰで自治体がベンチャー

を募集（自治体のニーズを集積）。

自治体自ら地域のオープンイノベー

ションを率先。

『ベンチャー創造協議会』 × 自治体（地域オープンイノベーション）

経済産業政策局新規産業室 経済産業省
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機密性○機密性○地域発ベンチャーの事例

研究支援センター

山形県鶴岡市
先端研究産業支援センター

大学発ベンチャー

タンパク質などの構造を一分子レベルで可視化。医薬品の効率的な開発に寄与。

沖縄プロテイントモグラフィー株式会社

沖縄科学技術大学院大学

平均寿命＝ 全国最下位
弘前大学のＣＯＩ研究推進機構が、ビッグデータ解析によって、
疾患予兆発見の仕組みの構築と予防法を開発する
プロジェクトを実施。

地域課題

ベンチャーキャピタル

ビックデータ

テクノロジーベンチャー
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機密性○機密性○エンジェル税制

優遇Ａ： 株式投資額の所得控除による減税 （設立３年未満の企業）

優遇Ｂ： 株式投資額の株式譲渡益からの控除による減税 （設立１０年未満の企業）

株式の売却損が出た場合、他の株式譲渡益と通算（３年繰り越し可能）

※ 一定の要件を満たす会社の新規発行株式を取得した場合が対象。

優遇Ａは控除上限(所得金額の40％または1000万円)あり。優遇Ｂは上限なし。

【投資先企業の要件】

□ 中小企業であること
□ 新しい事業活動をする会社であること （新事業活動従事者、研究者、研究費用等が一定以上）

□ 外部の投資を1/6以上入れていること、キャッシュフローが赤字であること（優遇A） 等

【必要な手続き】

① 投資を受けた会社が確認書の発行申請（各経済産業局へ） ＜投資前の事前申請制度有り＞

→ 経済産業大臣の確認書を交付
② 投資を受けた会社から投資家に必要書類を交付
③ 投資家による確定申告 → 減 税

創業から間もない会社に出資する個人がその株式投資額を
課税所得・株式譲渡益 から控除できる税制優遇制度。

２８年度から

各都道府県で手続きを
できるよう準備中 36



機密性○機密性○エンジェル税制

投資家Ｐさん
（会社員）

①所得控除

50万円の投資額に対して税制を利用することにより約16万円の税額が控除される。

基礎控除 38万円

給与所得控除 245万円
（給与収入金額×5％＋170万円）

対象企業への投資による所得控除 49.8万円
※（1,500万円－245万円） ×40%-2,000円＝501.8万円＞49.8万円

エンジェル税制（優遇措置Ａ）を利用

基礎控除 38万円

給与所得控除 245万円
（給与収入金額×5％＋170万円）※ いずれの場合

も配偶者控除等は
考慮しない

②課税所得 総所得金額－所得控除の合計額 1,167.2万円 総所得金額－所得控除の合計額 1,217万円

③納税額 課税所得1,167.2万円に対する納税額は、

1,167.2万円×33％-153.6万円

=約232万円

課税所得1,217万円に対する納税額は、

1,217万円×33％-153.6万円

=約248万円

エンジェル税制を利用しない投資時の課税比較

創業者
1000万円

融資
500万円

投資家
50万円

投資家20人から
50万円ずつ調達
1000万円

起業家Ａさんと共同創業者が、休耕農地を活用した「こだわりワイン醸造」ビジネスを始めるべく、知人や地域の人に
声をかけ、20人から50万円ずつ株式投資をしてもらう（経営権を確保するため無議決権の種類株式を発行）。
投資家には年数回のワイン提供、ワイナリーイベントへの参加を優待。

※なお投資家が株式を売却した場合は控除額を差し引いた額を取得額とし、譲渡益に課税。

給与所得金額 1,500万円
対象企業への投資額 50万円 ※給与所得以外の所得は無いものとする
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Ⅲ．今後の施策の⽅向 ２．政策パッケージ 〔平成26年12⽉閣議決定〕 抜粋

◎「しごとの創⽣」と「ひとの創⽣」の政策パッケージ ＜「しごと」と「ひと」の好循環づくり＞

(イ)地域産業の競争⼒強化（業種横断的取組）
【主な施策】
◎(1)-(イ)-① 包括的創業⽀援（創業による新たなビジネスの創造や第⼆創業等の⽀援、⼤企業を含
むベンチャー創造協議会の活⽤、ベンチャー企業とのネットワーク形成、個⼈の起業の推進、官公需への
新規中⼩企業者の参⼊促進）
地域に新たなビジネスや雇⽤を創出し、地域を活性化させるためには、地域における起業や第⼆創業を⽀援
していくことが重要である。・・・ クラウド・ファンディング等の⼿法を⽤いた⼩⼝投資・寄付等（ふるさと投資）
の活性化などを通じ、各種創業を⽀援する。 ・・・

◎「まちの創⽣」の政策パッケージ ＜「しごと」と「ひと」の好循環を⽀える、「まち」の活性化＞ ⇒次項

（１）地⽅にしごとをつくり、安⼼して働けるようにする
（イ）地域産業の競争⼒強化（業種横断的取組）
(1)-(イ)-① 包括的創業⽀援
略

(1)-(イ)-⑤ 産業・⾦融⼀体となった総合⽀援体制の整備
-①埋もれている地域資源を活⽤した事業化
・地域資源の活⽤やブランド化等に資する事業に対するクラウド・ファンディングなどの⼿法を⽤いた⼩⼝投資・
寄付等（ふるさと投資）について、地⽅公共団体・⾦融機関・⽀援団体等の連携に基づく情報提供や普
及に係る適切な体制整備等

付属⽂書アクションプラン
（個別施策⼯程表）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国⼟交通省

まち・ひと・しごと創生総合戦略Ⅲ．今後の施策の方向
２．政策パッケージ
（４）時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する
(エ) 人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化

【主な施策】
(4)-(エ)-① 公共施設・公的不動産の利活用についての民間活力の活用、空き家対策の推進

既存施設の活用等による地域活性化のための事業に対するクラウド・ファンディング等の手法を用い
た小口投資・寄付等（ふるさと投資）について、必要に応じ、地方公共団体・金融機関・支援団体等と
連携して推進する。

「日本再興戦略」改訂2015一．日本産業再興プラン
１．産業の新陳代謝の促進
（３）新たに講ずべき具体的施策
ⅳ）成長資金・リスクマネーの供給促進等
①多様な資金供給手法を動員した成長マネーの供給促進

投資型クラウドファンディングに係る制度を活用するとともに、地方へのリスクマネー供給を進める
ため、地方公共団体や地域金融機関等の関係者が設立した「ふるさと投資」連絡会議等と連携し、
各種クラウドファンディング利用を促進する。

総合政策局政策課

最近の閣議決定におけるクラウドファンディングに関する記載
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クラウドファンディングの活用を視野に入れた検討

クラウドファンディングを活用したまちづくりに関する検討会

不動産ストック再生・利用推進検討会議

○まちづくり分野におけるクラウドファンディングの活用方策やその課題を把握することを目的として、
都市計画協会が事務局となり、先進事例や活用に向けての自治体等の意向等を調査・整理し、課
題を把握するとともに、活用のための具体的方策を検討調査する検討会を開催。

○検討会の議論等を踏まえ、自治体、金融機関や事業者がまちづくりにおけるクラウドファンディン
グを活用するための『クラウドファンディングを活用したまちづくり入門』（マニュアル）を策定予定。

＜趣旨・概要＞

＜開催実績・今後のスケジュール＞

○国土交通省土地・建設産業局が事務局となり、不動産ストックの再生・利用を効率的に進めるため
の資金調達（ファイナンス）、収益化（マネタイズ）、今後の地域の不動産関連事業者の企画（プラン
ニング）、経営（マネジメント）のあり方を検討。

○平成27年７月１日、第１回検討会を開催。検討会の議論を踏まえ、３月をメドに事業者向けガイドラ
インを策定予定。

＜趣旨・概要＞

＜開催実績・今後のスケジュール＞
○第１回 平成２７年７月１日

○第２回 平成２７年９月２８日

○第３回 平成２７年１１月頃

○第４回 平成２８年２月頃

○第１回 平成２７年３月１７日
○第２回 平成２７年６月１６日

＜主な構成員＞

＜主な構成員＞

○学識経験者 ○不動産業関係団体
○金融機関関係者 ○地方公共団体 等

○有識者
○国土交通省都市局
○民間都市開発推進機構 ○都市計画協会 等
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クラウドファンディングを活用したまちづくりへの支援制度

まちづくりファンド
（地方公共団体の

基金等）

まちづくり事業へのクラウドファンディングの活用支援のため、小口資金
の不足分を補う地方公共団体の基金等に支援を行う。

個人

個人投資家等

個人

クラウドファンディング
仲介事業者

クラウドファンディングの組成を実施
・組成のためのコーディネート
・事業実施のためのＰＲ
・事業計画の評価・調査
・クラウドファンディングの組成・運営
・小口資金の募集、分配 等

事業者

（まちづくり関係
事業者）

民都機構
助成

公募・選定

地方公共団体等の事業として実施

小口投資 小口投資

基金等から支援※

• まちづくり関係事業者と仲介事業者は応募するための事前調整を行い、地方公共団体が行う支援の募集に応募。
• 事業者がクラウドファンディングを行う際に目標額を定め、目標額の1/2を超えたものの目標額に達しなかった場

合に、目標額との差額分のうち一定の部分について、地方公共団体の基金等から支援を行うことが考えられる。

リターン
（投資型・購入型の場合）

リターン
（投資型・購入型の

場合）

※拠出金は施設等の新設・改修・保全等のハード事業への助成等のほか、ハード事業と一体として必要となる以
下の費用についても支援可能（初期費用部分に限る。）。
・什器等の購入費用
・仲介事業者へのクラウドファンディング実施支援のための委託費用
・個人投資家等へのクラウドファンディングのPR・広報の実施のための費用
・まちづくり事業の専門家を事業者に派遣して、クラウドファンディング事業の採算性向上等のコンサルティングを

行うための費用

国

・全国

＜対象区域＞

・次の①～③のうち、最も少ない額

①１億円

②地方公共団体の拠出金額

③総資産額（民都機構による支援後）の１／２

＜支援限度額＞

・地方公共団体からまちづくりファンドに対して資

金拠出・出資が行われていること。

・クラウドファンディングを活用したまちづくり事業

への支援に充てられること。

・クラウドファンディングで調達する金額の１／２を

助成等の上限とすること。

・立地適正化計画・都市再生整備計画等の自治

体が定めるまちづくりに関する計画に整合して

いるファンドについては、採択において優先的

に取り扱う。

＜その他の支援要件等＞

制度利用のための主な要件（イメージ）

・地方公共団体が設置する基金

・公益法人

・公益信託

・市町村長が指定するＮＰＯ等

・まちづくり会社

・指定まちづくり会社

・復興まちづくり会社

＜対象となるまちづくりファンド＞

○平成27年度予算において、まちづくりにおけるクラウドファンディングの活用を促進するため、民都機
構からの資金拠出による支援メニューを創設。（住民参加型まちづくりファンド支援業務の拡充。）

支援制度の概要
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地方都市における不動産ファイナンス等の環境整備による
不動産ストックの再生・活用の推進 （平成28年度予算概算要求中）

○ 地方都市における不動産証券化プロジェクトの普及・拡大
○ 地域の不動産ストック再生・利用市場の形成・人材育成

民間投資による
地方創生

１．地方都市における不動産ファイナンス環境整備

• 地域金融機関、不動産関連事業者等による地方都
市不動産ファイナンス協議会に対する法律・金融
等の専門家派遣を通じて、不動産証券化プロジェ
クトの事業化を支援・拡大

• 平成27年度中に策定するノウハウ
集を活用し、講習会開催等により
他の地域へ普及啓発

• 地域に特化した不動産ファンド等
の立ち上げを促すため、ポテンシ
ャルのある地域の調査や支援を実施

２．不動産ストック再生・利用推進の支援・人材育成

• 地域不動産業者等に対し、低・未利用の不動産ス
トックの再生・利用方策や、ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ等の資
金調達スキームを提案できるアドバイザーを派遣

• エリア全体の資産価値維持・向上を行う地域不動産
再生管理業者の人材育成、ネットワークの構築・拡
大を行うため、講習会を実施
し受講者を中心にプラットフ
ォームを構築

• 不動産ストック再生における
資金調達手法に関する制度上の
課題の抽出・対応

札幌市「アルファタワー・北三条」（国土交通省土地
総合情報ライブラリー「不動産証券化事例」より）

長野市・門前町（「国土交通省 不動産ストック再生・利用
推進検討会議松村委員資料（（株）MYROOM提供）より）

○地方都市における不動産証券化プロジェクトの事業化を支援・拡大するため、専門家派遣等を実施。

○空き家・空き店舗、老朽化旅館等の地域の不動産ストックの再生・利用を推進するため、地域の不動
産業者等に対するアドバイザー派遣や人材育成支援等を実施。
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事例：奈良県明日香村 古民家活用おもてなしファンド

個人

個人投資家等

個人
宿泊客等

小口資金

宿泊サービス等
J-Roots㈱

（商工会のメン
バーが出資）

資本金：100万円

古民家
所有者

明日香ニューツー
リズム協議会

仲介事業者

（ミュージックセ
キュリティーズ㈱） 代金分配金

出資

賃貸借契約

連携

スキーム図

※地元商工会等により設立

古民家を改修しゲストハウスを整備
J-Roots株式会社はクラウドファンディングを用いて約１０００万円を調達。この資金を活用して

古民家をゲストハウスに改修し、２０１５年４月１５日にＡＳＵＫＡ ＧＵＥＳＴ ＨＯＵＳＥをオープン。
外国人等の宿泊者に地域資源を活用した多彩な体験プログラムを提供するとともに、地域の特
産品の販売を実施。

明日香村役場

奈良県庁
支援・連携
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企画振興部 地域活力創造課

「ふるさと投資」の推進に向けた取組状況（秋田県）

平成２７年９月２９日

ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

01

事例紹介 ●秋⽥県



１ 秋田県の現状・課題・将来の方向性 ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

（１）秋⽥県の現状と課題（急速な少⼦⾼齢化の進⾏）
○本県人口は、昭和31年(1956年)の約135万人をピークに減少。
○平成26年(2014年)で約104万人となり、その人口減少率は1.26％と平成25年より0.08ポイント下げ、全国最大。
○年齢３区分別に見てみると、年少人口（０～14歳）の割合は、平成26年時点で10.8%（全国47位）、

生産年齢人口（15～64歳）は56.6％(全国44位)と低位である一方、65歳以上の人口割合は、32.6％(全国１位)と
なっており、全国でも高齢化が著しく進行している。

※ 引用資料は県の人口問題レポート（2014）による

02



秋田県の現状・課題・将来の方向性（２） ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

① 戦後から続く社会減
○本県の社会動態は、高度経済成長期の集団就職により、年間１万人前後の中・高新卒者が県外に転出。

○その後、全国的な景気変動などの影響により転出超過数の縮小と拡大を繰り返しているが、戦後一貫して、社会
減に。
○年齢別の人口流動状況をみると、18歳から23歳までの年齢層の転出超過が突出。

これは、高校卒業後の就職・進学、大学・専門学校の卒業後の就職等による転出が主たる要因であると考えら
れる。

② 平成５年から続く⾃然減

○自然動態は、平成３年(1991年)以降、死亡数が１万人を超え、平成５年(1993年)には、初めて死亡数が出生数を
上回る「自然減」の状態に。
○平成11年(1999年)には、「自然減」が「社会減」を上回り、それ以降「自然減」が拡大。

③ 新規学卒者の雇⽤吸収⼒が不⼗分
○有効求人倍率における本県と全国との格差を、年次別に本県の社会減の人数と比較すると、格差が大きいとき
には社会減が多く、格差が縮小するとともに社会減が少なくなる傾向。

○産業の受け皿が十分でないことが、こうした格差をもたらし、若年層を中心とする本県の社会減の大きな要因と
なっていると推測。

④ 都市と地⽅の格差、⼤学進学、⼥性の就業等

○昭和30年(1955年)から40年(1965年)にかけては、高卒者の約６～７割が就職。
昭和30年に17.3％だった大学等への進学率は、平成23年(2011年)には、44.5％まで上昇。
大学等への進学者のうち、県内大学等への進学は３割程度であり、約７割は県外の大学等に進学している。

○女性の25歳以上65歳までの就業率は着実に上昇。
自分の希望や条件に適合した職場を求め、県外に目が向くようになったことが、近年における若年女性の県内

定着率の低下に結びついているものと考えられる。 03



秋田県の現状・課題・将来の方向性（３） ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

（２）⼈⼝の将来展望

○ 国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計では、
本県の人口は2060年には46万8千人まで減少する。

○ 国や本県の人口減少に対する種々の施策による効果
が着実に反映され、出生率等が改善し、2060年には社人
研の推計よりも約14万3千人多い62万人の人口とするこ
とを本県の目指すべき将来人口としている。

（３）⽬指すべき将来の⽅向性

① 社会減の早期解消
・成長産業や農林水産業、観光産業の振興

・新卒者の県内定着と県外者のＡターン

② 自然減の抑制
・若者の出会い・結婚・子育ての支援

・官民一体となった少子化対策

③持続可能な地域づくり
・必要な住民サービスの確保
・地域コミュニティの活性化

⽬指すべき将来に向けた取組の視点

● 地域資源や潜在⼒の発掘と活⽤
● 多様な主体との連携 等

本県における様々な地域活性化の取組を広く全国に発信し、
多くの人々の共感を得て資金を調達する「ふるさと投資」の考
え方は、地域活力向上の一つの有効な手段となることを期待

県の目指す将来人口

※ 引用資料は県の人口問題レポート（2014）による
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２ 県内のクラウドファンディングの状況（～H26）

○秋田県内でクラウドファンディングという表現が一般的に使われはじめたのはここ１～２年。
○（投資型）北都銀行、秋田銀行とミュージックセキュリティーズの業務提携契約により、県内全域でファンド

の組成が開始。
○（購入型） 県出身者が大手事業者と連携した取り組み事例はでてきているが、県内の常駐の相談窓口は

県南地域のみ。

ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

投資型

購入型

26年7⽉ 県内初の購⼊型クラウドファンディングの
相談窓⼝として活動を開始

ＮＰＯ法⼈yokotterが運営。「この街でこどもを育てたい！」と⾔われる
街を⽬指し、ソーシャルメディアを通じて県外の出⾝者・⽀援者の⽅々と故
郷・横⼿盆地をつなぎ、インターネット空間とリアル空間の両⽅で地域の強み
を伸ばす活動を⾏っている。

平成25年２⽉ 北都銀⾏と業務提携契約（東北初）
平成26年４⽉ 秋⽥銀⾏と業務提携契約

※ 記載内容は県の独自調査による

秋⽥本場⼤館きりたんぽ鍋ファンド 秋⽥⽐内地鶏卵のハチ公プリンファンド

我が⼦のような葡萄に嫁⼊り⾐装を 久兵衛葡
萄の花嫁の晴れ姿を皆で喜びたい

女性に愛される横手にしたい！高校生による
カフェオープンプロジェクト！

ファンド組成数は全国トップクラス

・プロジェクトの成⽴率１００％。
・エリアオーナーが⾼い⽬的意識を持ち、地域に根ざ
した⽀援活動を先駆的に展開している。
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３ 県内のクラウドファンディングの状況（H27）

購入型

○（購入型）平成２７年８月から秋田魁新報社、秋田銀行、ミュージックセキュリティーズの３社が連携する「ＦＡＮ
ＡＫＩＴＡ」の運営が開始。
○（購入型）平成２７年中に「ＦＡＡＶＯ秋田県信用組合（県央・県北エリア）」の運営が開始される予定。
○これにより、投資型に加え、購入型のクラウドファンディング事業についても、金融機関の各支店等への直接
相談が可能となり、県民のクラウドファンディングの活用が更に身近になることが期待される。

購入型、投資型ともに全市町村で直接組成相談を行うことが可能に。

ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

⼤⼿事業者と連携したクラウドファンディングの展開
（例）Makuakeと連携した秋⽥県五城⽬町の古⺠家再⽣プロジェクトが、達成率571％を
記録。地元紙等で⼤きく取り上げられる。

※ 記載内容は県の独自調査による

購⼊型

投資型
平成27年8⽉

秋田魁新報社が新聞社として有する「事業の魅力を分か
りやすく、多くの人々に伝える発信力」と、秋田銀行による
「コンサルティング機能」、そして、クラウドファンディング事
業者のミュージックセキュリティーズの「ウェブシステムと
サービス運営力」を融合させた秋田発のクラウドファンディ
ングサービスを提供

平成27年中を予定
（ロゴマークは検討中）

秋田県信用組合が運営。「ＦＡＡＶＯ秋田（仮称）」として、
秋田県央、秋田県北地域でクラウドファンディングサービス
を提供予定。 06



４ ふるさと投資の推進に向けた体制・仕組みづくり

課題
○普及啓発活動の推進
○⾏政の積極的な関与を⾏った場合の募集事業の審査体制
○発信⼒のあるサイトの構築、成⽴に向けた⼈的負担、市町村の参画のあり⽅ など

・クラウドファンディングの活⽤に関する議会質疑、ふるさと投資連絡会議への参画
→ ⾦融機関や市町村、庁内関係課による勉強会を複数回開催

県内３地区でクラウドファンディングに関するセミナー（県主催）を開催（予定）

○県⺠のチャレンジ精神の醸成（創業⽀援）
○県内２５市町村の実情にあわせたふるさと投資の推進
○県事業への活⽤（既存ファンド等との連携等）
○ＮＰＯ等の新たな資⾦調達⼿法（ＣＢとしての活⽤）

平成２６年度

平成２７年度

更なる推進に向けた取組（案）

ふるさと投資連絡会議資料 秋田県

スギッチ（主任）

なまはげロボ（仮称）
※愛称募集中

ＮＰＯ法⼈や⾦融機関の積極的な参画より、投資型、購⼊型ともに県
⺠がクラウドファンディングを活⽤しやすい環境は整備されてきている。

本県の強み
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２０１５年９月２９日
秋田魁新報社経営企画室 田口清洋

ＦＡＮ ＡＫＩＴＡ（ファンあきた）開設について

１、経緯

▽今年４月に計画が持ち上がり、８月２８日に運用開始。
▽担当役員と経営企画室、デジタル戦略室を中心に、編集局、
総合営業本部、若手代表が秋田魁新報社の構成メンバー。
秋田銀行、ミュージックセキュリティーズに広告代理店を加
えて、開設準備、運営協議会開催。
サイト、プロジェクト案件など協議。

▽編集局の立場 社会性、話題性のある案件は新聞記事に。
▽女性向けフリーペーパー「マリ・マリ」による話題提供。
▽「紙面とデジタルの融合」
▽地域貢献事業＝企画力と支援の力をつなぎ計画の実現を図る。

事例紹介 ●秋⽥魁新報社
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２、３社の役割と強み

秋田魁新報社
（情報発信力）

・運営主体
・プロジェクト案件の発掘
・ヒアリング、出稿

・運営協議会、
案件選考委員会

の招集・開催

秋田銀行
（コンサルタント力）

・運営補助
・プロジェクト案件の発掘
・ヒアリング支援

ミュージックセキュリティーズ
（ネット活用力）

・ウェブシステムの提供
・ウェブページの作り込み
・資金決済
・運営アドバイス

09



10

３、課題と見通し

▽県内にＣＦの仕組みそのものの理解を広め、ＣＦ活用の普及、
利便性の浸透を図ること。
ＣＦに関するセミナー開催など検討。

▽支援金の申し込み、決済手段の間口を広げて使いやすくする
ために、銀行窓口利用の可能性などを追求。

▽「元気・活力創出」のために「県民ファンド」として
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長野県におけるクラウドファン
ディング活用支援事業について

平成２７年９月２９日（火）

長野県産業労働部サービス産業振興室

～信州型スモールビジネス創出を目指して～

17

事例紹介 ●⻑野県



Ｈ２７年３月 『長野県サービス産業振興戦略』を策定

↓
３分野を重点振興

「①ＩＴ、②ヘルスケア、③スモールビジネス」

↓
スモールビジネスの振興としてクラウドファンディングを検討

↓
行政の役割は、活用のための「普及啓発」や「きっかけ作り」

目標は、企業等が単独でＣＦを活用し、資金調達とファンづくり
を行い、新たなビジネスや新商品・サービスの創出

事業の背景
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・普及・啓発 （セミナーの開催）

・伴走支援 （アドバイザーの設置）
プロジェクトのブラッシュアップ、アイデアソンによる掘り起し等

・情報発信 （ポータルサイト運営＋プレスリリース）

事業内容

株式会社ＣＲＥＥＫＳ（クリークス）

長野市でコワーキングスペースを運営

人・企業と地域のつながり作りに注力して活動

新しいビジネス創出の起点に

委託先事業者

実施内容

19



（委託事業者）
・活用セミナー開催
・伴走支援
・情報発信

クラウドファンディング活用支援モデルの仕組み

新しい商品・サービスの創出を図る

・直接投資による資金調達
・商品・サービスのファンづくり

・プロジェクトのＰＲ
・資金の収集、送達
・魅力的な商品・サービスの創出に関与

※プロジェクトによって最適
な事業者と連携

購入型 or 投資型

長 野 県
地域金融機関

商工団体等

リターン
金銭分配

投資・購入

連携

ＣＦ活用普及啓発で連携

支援者

賛同者

購入
希望者

企画者

手数料
協力

ＣＦ事業者

資金振込

アドバイス、フォロー
（企画、掲載調整、情報
発信、リターン）
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コワーキング運営事業者２社

プロジェクトの案件発掘・支援等を担当

事業委託先＆アドバイザープロフィール

企画・運営

株式会社ＣＲＥＥＫＳ（クリークス）

支援方針・セミナーの企画、運営

ＣＦアドバイザー

エリア担当

・外資系証券会社でのＩＰＯ担当業務経験者

・地域ブランドプロデュース、ベンチャー企業のコンサルティング業務経験者

２名体制でＣＦ事業者との調整やＣＦ活用のアドバイス等を担当

金融・コンサルティング経験者による支援体制と
コワーキング事業者のネットワークによる案件の発掘
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信州版ＣＦ情報ポータルサイト「SCooNe」

信州クラウドファンディングネットワーク

「SCooNe（スコーン）」を運営

(Shinshu Crowdfunding  Network)
・本事業による支援プロジェクトのＰＲ

・長野県でのクラウドファンディング活用事例紹介

・開催セミナーのレポート

について情報発信

長野県のクラウドファンディング活用動向を発信
22



クラウドファンディング活用セミナー実施状況

日程 地域 テーマ 参加者数

5/24 飯田市 ＣＦ入門 １６人

6/13 松本市 モノづくり
（購入型）

２９人

6/20 上田市 ゲストハウ
ス（購入
型）

６１人

7/3 長野市 ＣＦ入門 ２０人

9/24 長野市 投資型ＣＦ ４１人

10～
11月

南信 （未定） ※実施予定 これまで５回セミナーを実施
約１７０名参加

認知向上のため県全域できめ細く開催
23



概ね９割の回答が「大変良かった」「良かった」

実際の「調達経験者の事例話」に大きな関心

・体験談をお聞きすることで、より具体的に理解することができた

・ＣＦの細やかな内容・意見が知ることができてよかった

・ＣＦで注意すべき点がわかってよかった

・ＣＦの活用、宣伝効果など資金集め以外の魅力もわかった

・自分で活用を検討しようという刺激になった

セミナー参加者へのアンケート結果

24



専用ポータルサイトや活用セミナー開催時に告知

・第１次募集（期間：６月２日～３０日）

支援活用セミナー等の参加者を中心に申込み

・随時募集（期間：７月中旬から随時）

一定数の応募があったため、一斉募集はせず随時受付を実施。

プロジェクト支援状況

支援申込数 約２０件 （相談会含む）

支援実施数 １３件

調達開始件数 ４件 （見込み１件含む）

募集の流れ

（Ｈ２７．９月末現在）
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これからの事業運営に向けて

・認知の向上

・案件の掘り起こし

・資金調達後のサポート

・情報発信の継続

「民間事業者が自立的にＣＦを活用する仕組みを作ること」

今後の課題

金融機関、商工団体等
との連携
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地域との取り組み事例紹介

事例紹介 ●きびだんご

■お問い合わせ先：

きびだんご株式会社 運営事務局

project@kibi-dango.jp 03-6324-8002

セミナーの企画から

個別相談会対応まで、

積極的にご提案させて頂きます。

2015.9.29

きびだんご株式会社
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2013年3月

サービス

スタート

手数料10％

（リピーター

獲得）

ショッピング

機能

ハンズオン

支援
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きびだんご株式会社 代表取締役 松崎良太

⽇本興業銀⾏で投資銀⾏業務に携わった後、
2000年に楽天に⼊社。

⼊社以来、楽天グループの国内外のM&A
案件を多数⼿掛けると同時に、グループの
次なる事業の柱となるサービス探索・投資
活動を⾏う。2011年に独⽴。

2013年2⽉に「きびだんご株式会社」を
設⽴。クラウドファンディングとECを組み
合わせた事業エンパワーメントの仕組み
「kibidango（きびだんご）」をスタート。
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2015年6⽉13⽇開催
クラウドファンディング活⽤セミナー＠⻑野県松本市

⻑野県クラウドファンディング
活⽤⽀援プロジェクト
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「一方的に支援される」関
係性ではなく、支援 した
い人・されたい人が双方の
ニーズでやり取りができる。
借金ではない。

神経がすり減るところ。
反応が芳しくなかったり、
調達金額が伸び悩んだり
すると、精神的ダメージ
が大きい。

「支援者に主体的に行動
してもらうには？」を問い
続け、共感を抱いてもらえ
るように、活動報告などで
まめに発信。

メリット デメリット

工夫ポイント

Q. クラウドファンディングについて
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クラウドファンディングの成功だけで終わらせず、

継続的に事業を行っていくために、 このセミナー

のように実際に人と交流できる場で積極的に販売

も行うなど、リアルな場での販売をうまく組み合わ

せることも重要。

地方公共団体・地域金融機関・商工会議所の皆様にお願いしたいこと：

「経験者」と「挑戦者」がお互いを高め合う

「地元コミュニティ」の醸成による、

「ノウハウ循環体制」の確立。
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長野県の支援事業運営委託先

地元コワーキングスペース事業者の協力

・若者層へのリーチ

・好立地でのセミナー開催

・拡散力の高い参加者
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2015年7⽉8⽇開催
【注⽬の中⼩企業に学ぶ！】ネットで650万円の資
⾦をたった2週間で集め、新規事業を成⻑させたメー
カーのこだわりと成功の要因とは？

・セミナー企画⽴案
・キャスティング

kibidango

・イベント告知、集客
・当⽇運営、場所提供

神奈川県
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各自治体で完結する理想のサイクル【ノウハウ循環体制の確立】

地方公共団体、

地域金融機関等による

クラウドファンディング

支援事業

ノウハウ提供・コミュニティ作り
Challenge!

Success!
協力・連携

（ノウハウ提供・
全面サポート）
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山口銀行の取組み事例
山口ソーシャルファイナンス㈱について

平成２７年９月２９日

第5回ふるさと投資連絡会議

37
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●⼭⼝ソーシャルファイナンス



包括的連携協定による支援体制

【MOT総合研究所】
・起業等のノウハウの提供
・シンクタンク、コンサル

ティング事業ノウハウの
提供

・ビジネスプラン創出支援

・インターンシップの受入

【包括的連携の内容】
◎ベンチャー人材育成
・大学や地域発ベンチャー

企業への創業意欲を育む
ための基礎講座の開講

◎ベンチャー起業支援
・山口ソーシャルファイナ

ンスによるクラウドファ
ンディングを通じた資金
支援

・三者のノウハウの提供に
よる支援

【山口銀行】
・財務等ノウハウの提供
・間接金融による資金支援
・取引先や県内の創業支援団

体（自治体・外郭団体・商
工団体）への事業者募集の
声掛け

・創業支援セミナー開催

【山口大学】
・創業者の創出や技術面の評

価に関わるノウハウの提供
・ベンチャーマインドについ

ての修学機会の提供
・海外のビジネスプランコ

ンテストや大学コンソー

シアムやまぐちとの連携

包括的連携協定の締結
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会社概要

商号 ⼭⼝ソーシャルファイナンス
株式会社

所在地 〒753-0075
⼭⼝県⼭⼝市中園町7-40

設⽴年⽉⽇ 平成27年4⽉1⽇

資本⾦ 5000万円

役員 代表取締役社⻑ ⽊村 俊之

主な事業 第⼆種⾦融商品取引業

登録番号 中国財務局⻑（⾦商）第41号

加⼊協会 ⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取
引業協会

株主

株式会社MOT総合研究所
株式会社⼭⼝銀⾏
⼭⼝キャピタル株式会社
株式会社安成⼯務店
関⾨港湾建設株式会社
株式会社⻑府製作所
住吉⼯業株式会社
富⼠商株式会社
ユーピーアール株式会社
株式会社ヤナギヤ
⼭⼝トヨタ⾃動⾞株式会社
⼭⼝⽇産⾃動⾞株式会社
トヨタカローラ⼭⼝株式会社
⼭⼝放送株式会社
⼭⽥⽯油株式会社
株式会社アデリー
⼤晃機械⼯業株式会社
株式会社カシワバラ・
コーポレーション
株式会社井上商店
協和建設⼯業株式会社
ヤマネ鉄⼯建設株式会社

⼭⼝県内企業２１社の
『共感』により設⽴
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２１社の共感で地域が主体

株式会社⼭⼝銀⾏
株式会社安成⼯務店
関⾨港湾建設株式会社
株式会社⻑府製作所
住吉⼯業株式会社

株式会社井上商店
協和建設⼯業株式会社
ヤマネ鉄⼯建設株式会社

株式会社MOT総合研究所
⼭⼝キャピタル株式会社
富⼠商株式会社
ユーピーアール株式会社
株式会社ヤナギヤ
⼭⼝トヨタ⾃動⾞株式会社
⼭⼝⽇産⾃動⾞株式会社
トヨタカローラ⼭⼝株式会社
⼭⼝放送株式会社
⼭⽥⽯油株式会社

株式会社アデリー
⼤晃機械⼯業株式会社
株式会社カシワバラ
コーポレーション

県北

県⻄ 県南
県東

アイディアの卵

ＣＦで２１社にＰＲ

共感株主は⼭⼝県内２１社
ＣＦ案件は２１社の⽬に留まり
ビジネスは連鎖的に拡⼤する可能性
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山口銀行の関わり方

目 的

①事業者創出と雇用拡大による山口県を中心とした地域の活
性化に繋げる

②安倍政権が掲げる「地方創生」の時流に沿った施策

③地域（産学金官伝）が一体となった新しい取組み

関 与

①行員2名の出向

②事業における積極的な協力

（店頭にチラシ設置、事業者紹介、審査）

③創業支援における連携協定締結

（当行、ＭＯＴ、山口大学）

④各支店のはってんクラブ（取引先と地域の発展に貢献する
ことを目的としたクラブ）における勉強会の実施
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「山口ソーシャルファイナンス㈱」の特色

⼭⼝ソーシャルファイナンスで
は、⼭⼝を中⼼に広島・福岡の
若者や⼥性をはじめとする地域
を活性化するビジネスの創出や
新商品開発・新店舗展開をみん
なで資⾦を出し合い、⽀えるク
ラウドファンディングを提供し
ています。

42



投資型クラウドファンディング

クラウドファンディングを活⽤する事業者は、プレマーケティングや
広告宣伝を兼ねたピーアール効果、事業や商品のファン作りも同時に
⾏うことができます。
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事業管理体制

⼭⼝ソーシャルファイナンスは、産(企業)・学(⼤学)・⾦(⾦融)・官(⾃治体)・伝(メディア)
の連携で創出された事業者です。県内の２１社の出資を受け、設⽴されました。クラウド
ファンディングの事業運営体制は第⼆種⾦融商品取引業の登録を受け、⾦融庁の監督や⼭⼝
銀⾏(ＹＭＦＧ)の⽀援のもと、運営されています。

⼭⼝ソーシャルファイナンス 投資家

⽀援 投資仲介

投資を募るファンド案件については、⾦融機関や学術機関、企業役員で構成された『投融資委
員会』で事業内容を精査された後に、募集されます。投資家様へ安⼼して投資をして頂くため、
掲載されるファンド案件は様々なステージを経て事業内容を精査され、募集を開始します。

第⼆種⾦融商品取引業協会会員
監督

44



Ex.商品開発フロー

既
存
事
業
者

新
規
事
業
者

既
存
か
ら
派
⽣
商
品

新
た
な
ア
イ
デ
ィ
ア

新
た
な
ア
イ
デ
ィ
ア

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

商
品
開
発
試
算
・
事
業
Ｆ
Ｓ

事
業
会
社
の
設
⽴

試
作
品
開
発

資⾦調達

ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
・
情
報
網
の
配
置

市
場
投
下

資⾦調達

プ
レ
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ

クラウドファンディング
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投資先ファンドの検索

https://www.kaika‐cf.jp/

投資家はKAIKAのHPより共感のもてるファンドを検索し、
クリックにより投資
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ファンディング例

ＳＵＣＣＥＳ！！
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ファンディング例②

ＳＵＣＣＥＳ！！
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今後の展開について

・山口県を中心に、広島県・福岡県の事業者につ
いてもファンド対象とする

・自治体や商工団体、山口県とのゆかりのある団
体やＩＴ企業との連携などにより会員数を加速
度的に増加する

・寄付型、購入型クラウドファンディングの取扱
いを開始し、地域の象徴的なプロジェクトにお
ける取扱いを開始する
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京都商⼯会議所

第５回「ふるさと投資」連絡会議

平成２７年９⽉２９⽇

50

事例紹介 ●京都商⼯会議所



京都商⼯会議所のビジョン〜知恵の連鎖で⾶躍する京都産業〜 ＜抜粋＞

 社会が⼤きく変化し、新しい社会課題が⽣まれる時、企業には社会ニーズへのきめ細かな変
化対応⼒や機動⼒が求められます。これらはまさに中⼩企業ならではの強みであり、わが国の
持続可能な成⻑の担い⼿として、今まさに中⼩企業への期待が⾼まっているといえます。

 意欲的な中⼩企業の成⻑の原動⼒となるのが、「知恵ビジネス」だと考えています。これは京都
の地域特性や企業独⾃の強みを活かしながら、知恵を付加価値の源泉にしてオリジナルの技
術や商品・サービスを開発し、新たな顧客や市場を創造するビジネスです。

 知恵を活かした創造的な活動を⾏う⼈、またそうした⼈同⼠の交流や研鑽が、中⼩企業の⾼
い付加価値を⽣む源泉となることをより明確にして、知恵産業群によって、今後の京都産業の
持続的成⻑を可能にする基盤構築を図りたいと考えています。

 こうした認識に⽴ち、サードステージの施策のコンセプトは、中⼩企業の皆さんが⾼付加価値経
営に挑戦し、知恵ビジネスが次々と⾃律的に⽣まれ育つ連鎖反応が起こるという意味を込めて、
「知恵の連鎖」としました。

 ⼩さくともキラリと光る知恵ビジネスが、産業群として⾶躍的に集積する「知恵産業のまち・京
都」の実現に向けて、多くの中⼩企業の皆さまとともに引き続き挑戦してまいりたいと思います。

《ニュー京商ビジョン サードステージ（ H25.11.7 ）京都商⼯会議所 会頭挨拶より抜粋》
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知恵産業のまち・京都の姿
 「知恵産業のまち・京都」とは、⼩さくとも知恵を発揮する

中⼩企業が⽣まれ育ち、新しい社会ニーズや価値観に
対応した多様な産業群が集積する、内需成⻑のモデル
都市。地域密着で⾼付加価値を強みとしたビジネスモデ
ルを起点に、企業間のコラボレーションやグローバル社会へ
の展開などの取り組みが都市に活⼒を⽣み出す。

知恵産業の森 ～人と人、人と知恵による創造的な活動が、都市活力の源泉～

京都の長い歴史の中で、文化、芸術、匠の技など
人々の営みの積み重ねが、知恵の地層となって
「豊潤な土壌」をつくってきました。こうした豊かな地
域資源が、都市のブランド力を高め、人や知恵の交
流を触発する環境を醸成しています。

連携や協力、研鑽など、多様な人々の知恵を活
かした創造的な活動が、「知恵ビジネスの木」となっ
て大地にしっかり根付き、木に実る「知恵の果実」
が、社会や顧客に新しい価値を提供しています。

そして、環境・エネルギー、観光・おもてなし、文化
など様々な分野で、伝統産業から先端産業までの
幅広い知恵ビジネスの木々が群生し、「知恵産業
の森」として都市に活力と豊かさを与えています。

本所は、関係機関と連携しながら、“エコノミック
ガーデニング”の手法を用いて、創造性あふれる知
恵産業のまち・京都を力強く支えていきます。

「森」：産業群
「人」：企業や事業者
「果実」：新しい知恵

本所事業計画の中で
重点事項と位置付け

知恵ビジネスの創出
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知恵産業
経営大会

京商起業家倶楽部

知恵ビジネス創出塾

ＩＴセミナー

創造的文化産業
（クリエイティブ産業）
交流会 等

知恵ビジネス
情報発信（ＨＰ）

知恵ビジネス
交流会 等

＜啓発ステージ＞
知恵の経営

セミナー

知恵の事例紹介

＜場＞

＜人＞

＜情報＞

創業塾

知恵ビジネスの創出
知恵ビジネスプランコンテスト

 ［啓発ステージ］知恵産業ビジネスを創出するために、①知識・スキルの習得を⽬的とした⼈の
育成、②知恵ビジネスに取り組んでいる、または取り組もうとしている⼈たちの交流を⽬的とした場
の提供、③啓発を⽬的とした情報の発信を柱に事業を展開。

＜育成ステージ＞

ハンズオン支援

各種認定・認証制度の活用

資金調達、各種補助金等の活用

経営戦略・マーケティング

販路開拓・マッチング

広報・プロモート

知恵ビジネスの成長支援

 ［育成ステージ］発掘した知恵ビジネスには、本所経営⽀援員による伴⾛⽀援を⾏い、プラン
の事業化・具現化を図る。

知恵ビジネスの創出に向けて
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クラウドファンディングの取り組み

 クラウドファンディングは、事業に対する共感・賛同などを基に、インターネット上で少額から資⾦調
達を⾏うものであり、これまでの経営⽀援の現場で⾏っていた資⾦調達⽅法とは違う側⾯がある。

 企業の強みや地域特性などを経営資源として活⽤する知恵ビジネスと、バランスシートに載らない
価値を評価するクラウドファンディングは、可視化しにくいものにスポットを当てる点で共通点もある。

 潜在顧客の獲得やマーケットリサーチが可能な反⾯、不成約の可能性もあり、計画的な資⾦調
達や、資⾦調達規模の⼤きいものは不向きなど、クラウドファンディングの特徴を理解した対応が
求められることを踏まえ、当⾯は企業のニーズに基づき、情報提供を⾏う段階と考える。

 経営⼒の向上（売上の向上、事業・業務の効率化、顧客
との関係構築、⽣産性の向上等）を⽬的に、ＩＴセミナー
を実施。

 クラウドファンディングについては、平成２６年度、平成２７
年度にテーマとして取上げ。

《クラウドファンディングの取り組み状況》

《クラウドファンディングの今後の取り組み》

H26.12.1
〇解説「クラウドファンディングとは！？ 」
〇事例紹介

①投資型・購入型クラウドファンディング

H27.10.5
〇講演「インターネットで共感を得て資金を集める！起業家・モノづくりを支える新しい資金調達方法」
〇講演・事例紹介「クラウドファンディング最新事例と具体的活用法」
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「Makuake」のご紹介と
各⾃治体・商⼯会との取り組み

（株）サイバーエージェント・クラウドファンディング
取締役 坊垣 佳奈

事例紹介 ●サイバーエージェント・クラウドファンディング（Makuake）
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Makuakeとは？
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Makuake
Analytics

ユーザー分析
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他社連携

⾏政、企業、学校など幅広く連携！

▼⼥性向け雑誌CYAN ▼城北信⽤⾦庫

▼横浜市

▼(株)リクルート

▼伊勢丹 ▼稲船敬⼆⽒ ▼品川⼥⼦学院

▼MILANO EXPO
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2014年10⽉当時⽇本のプロ
ダクト⽇本⼀の記録を樹⽴。
数字の伸びが衰えず、それを
⾒た多数のメディアから問い
合わせが殺到。
販路交渉においても実績を出
すことで即判断がおり、販売
計画を⾒直し資⾦は新商品開
発にも。

名古屋の中⼩メーカーが新規事
業としておしゃれなLED電球を
と開発。

中⼩企業プロダクト例オシャレなLED電球Siphon
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2014年7⽉に500万円を調達し、
話題となった着せ替え可能な
⽇本製の腕時計「Knot」の
初の旗艦店オープンのための
プロジェクト！

旗艦店にてKnot製品が永久的
に10%OFFになる100名限定の
『永久会員』のリターンが話題
に。1回⽬のプロジェクトを⼤
きく上回る1,000万円以上の調
達に成功。

個⼈の起業例 ⽇本製カスタム時計「Knot」
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店舗開業例 ⾺⾁専⾨店開業

最⾼級⾺⾁店「Roast horse」
の開業に伴い、⾺⾁を焼くため
の⽯釜を購⼊する資⾦を集める
プロジェクト。

初⽇に300万円の⽬標達成、
すぐに500万円に達し、
プロジェクトを早期終了。
（これ以上⽀援者が増えると、
予約が取れなくなるリスクを
想定して）
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⽯川県能登の、耕作放棄地を
復⽥するための費⽤を集めた
プロジェクト。

⽀援したサポーターには、
能登を代表する酒造の⽇本酒や、
実⾏者の栽培した有機栽培⽶が
⽤意された。
また、⽥んぼオーナーとして、
毎⽉お⽶が送られてくる
ユニークなリターンも好評。
最終的に400万円を超える資⾦
を調達し、⼤成功。

⾷品・飲料事例 ⽯川県能登のお⽶で作る⽇本酒
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地域活性化事例
「年貢を納めて村⺠になろう」と打ち出した事例

⼈⼝減少により集落としての
機能が失われ始め多くの古⺠家
が消滅の危機にある中、
「村があるから村⺠がいるので
はなく、村⺠がいるから村がで
きる」という考えのもと、古⺠
家を村に⾒⽴てて再⽣させてい
く為のプロジェクト。

ブロンズ村⺠、ゴールド村⺠な
ど納めた年貢（リターン）に
よって、⾊々なリターンが⽤意
され、話題に。
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資⾦調達だけではない実施理由

①PR・プロモーション
➡販売前に話題化/顧客巻き込み型のプロモーションに活⽤

②テストマーケティング
➡量産前にエンドユーザーの反応を⾒る

③顧客獲得（販売ルート増）
➡先⾏予約販売を実施する

④実績作り
➡⾦融機関の融資判断基準、流通側への実績提⽰に使われ始め
ている（⼤型の資⾦調達、販路拡⼤）
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地⽅⾃治体・商⼯会連携
CFを必要としている事業者が⾃治体や商⼯会を通して「CFを
知り、理解を深め、スムーズに活⽤に⾄ること」を⽬的とし、
各状況に合わせた様々な連携を⾏っています。

①提携関係にあるケース

・横浜市
・神奈川県

主にセミナーの実施、専用ページの開設など。

②県職員関係者へのセミナー実施実績があるケース

・京都府
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④商⼯会議所が主体でプロジェクトを実施したケース

③商⼯会議所が⾃治体と連携しているケース

・大阪府-大阪商工会議所

・名古屋商工会議所
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・香川県

⑤⾦融関係向けセミナーの実施実績があるケース

⑥事業者向けセミナーの実施実績があるケース

・奈良県 ダイハツビジネスフェア（奈良県後援）

・京都市 クロスメディア京都

・熊本県 崇城大学
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大学起業部主催の一般開放セミナー
にて講演。



⑦テーマ別のセミナーをご⼀緒しているケース

・大阪産業創造館（大阪市経済戦略局）

・近畿経済産業局 女性起業家支援LED関西

・滋賀県

飲食店開業希望者向けセミナーにて講演

⑧今後セミナー実施が予定されているケース

・京都商工会議所

・高知商工会議所

事業者向けセミナー実施 ※10月5日実施予定

事業者向けセミナー実施検討中

クリエイター向けセミナーにて講演

女性起業家支援セミナーにて講演
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「ふるさと投資」の普及・促進に向けた、情報共有の場とします。

お問合せ先：「ふるさと投資」連絡会議（事務局：内閣官房（内閣府地方創生推進室））

東京都千代田区永田町1-11-39永田町合同庁舎 03-6206-6174 furusato@cao.go.jp
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